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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ａ２３Ｌ    2/00     　　　Ｂ
   Ａ２３Ｌ    2/02     　　　Ｆ
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月16日(2016.11.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
トマト含有飲料であって、
　その糖酸比は、１４．０以上であり、
　含有するのは、香辛料及び香辛料抽出物の少なくとも一方であり、
　前記香辛料は、シナモン、バジル及びバニラの何れかであり、
　前記香辛料抽出物は、シナモン抽出物、バジル抽出物及びバニラ抽出物の何れかである
。
【請求項２】
請求項１のトマト含有飲料であって、
　前記香辛料は、シナモンであり、その配合量は、０．０００５乃至０．００４ｗ／ｖ％
である。
【請求項３】
請求項１のトマト含有飲料であって、
　前記香辛料は、バジルであり、その配合量は、０．０００５乃至０．００４ｗ／ｖ％で
ある。
【請求項４】
請求項１のトマト含有飲料であって、
　前記香辛料は、バニラであり、その配合量は、０．００５乃至０．０２ｗ／ｖ％である
。
【請求項５】
請求項１乃至４の何れかのトマト含有飲料であって、
　その糖酸比は、１７．０乃至４０．０である。
【請求項６】
請求項１乃至５の何れかのトマト含有飲料であって、
　その酸度は、０．６０％以下である。
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【請求項７】
請求項１乃至６の何れかのトマト含有飲料であって、
　その糖度は、９．０度以上である。
【請求項８】
請求項１乃至７の何れかのトマト含有飲料であって、
　それを具現化したものは、トマトジュース又は濃縮トマト飲料である。
【請求項９】
トマト含有飲料の製造方法であって、それを構成するのは、少なくとも、調合工程であり
、
　ここで調合されるのは、トマト加工物に加えて、香辛料及び香辛料抽出物の少なくとも
一方であり、
　前記香辛料は、シナモン、バジル及びバニラの何れかであり、
　前記香辛料抽出物は、シナモン抽出物、バジル抽出物及びバニラ抽出物の何れかである
。
【請求項１０】
トマト含有飲料における苦味マスキング方法であって、それを構成するのは、少なくとも
、調合工程であり、
　ここで調合されるのは、トマト加工物に加えて、香辛料及び香辛料抽出物の少なくとも
一方であり、
　前記香辛料は、シナモン、バジル及びバニラの何れかであり、
　前記香辛料抽出物は、シナモン抽出物、バジル抽出物及びバニラ抽出物の何れかである
。
【請求項１１】
苦味マスキング剤であって、
　その有効成分は、シナミックアルデヒド、リナロール又はバニリンであり、
　その配合先は、トマト含有飲料であって、その糖酸比が１４．０以上のものであり、
　その配合量は、０．０００５乃至０．０２ｗ／ｖ％である。
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